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議案第９８号 

 

     工事請負契約の変更について 

 

 工事請負契約の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第５号の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

 

     令和 ７ 年１２月 ２ 日 提出 

 

                   境港市長  伊 達 憲 太 郎 

 

 

                  記 

 

 

 令和７年６月２４日に議決を経た清水町汚水枝線（その５）工事に係る「工事請負

契約の締結について」（令和７年議案第５９号）の一部を次のように変更する。 

 

 契約金額「１６８，８５０，０００円」を「１８５，０５７，４００円」に変更す

る。 
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（参  考） 
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（参  考） 

 

 

工事請負契約の主な変更理由 

 

 

 契約金額１６，２０７，４００円の増額は、下記の理由による。 

 

記 

 

１ 地下に埋設された支障物回避のため下水道管埋設の工法を変更した。 

 

２ 現場の交通状況に応じて交通誘導員の人員を増やした。  
 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              地方自治法（抜粋） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

（１） 

 ～     （省  略） 

（４） 

（５）その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結す

ること。 

 ～     （以下省略） 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋） 

 

 （議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、議会

の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,000万円以上の工事又は製

造の請負とする。 

 


